
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

規

則

】

○

岡

山

県

青

少

年

問

題

協

議

会

規

則

の

一

部

を

改

男

女

共

同

参

画

青

少

正

す

る

規

則

年

課

（

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

都

市

計

画

下

水

道

の

事

業

計

画

の

変

更

認

可

都

市

計

画

課

【

公

告

】

○

建

設

業

の

許

可

の

取

消

し

監

理

課

○

基

本

測

量

の

終

了

〃

【

正

誤

】

○

岡

山

県

建

設

工

事

等

入

札

参

加

資

格

者

に

係

る

総

務

学

事

課

指

名

停

止

等

要

領

の

一

部

改

正

の

正

誤

（

県

例

規

集

登

載

）

岡

山

県

公

報

平成２６年１月２８日 第１１５５４号



◎
岡
山
県
規
則
第
二
号

岡
山
県
青
少
年
問
題
協
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
青
少
年
問
題
協
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
青
少
年
問
題
協
議
会
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
左
の
各
号
」
を
「
次
」
に

「
掌
る
」
を
「
つ
か
さ
ど
る
」
に
改
め
、
同
項
各

、

号
中
「
き
よ
う
正
」
を
「
矯
正
」
に
改
め
る
。

、
、
、

第
二
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

協
議
会
は
、
委
員
二
十
五
人
以
内
で
組
織
す
る
。

第
二
条
第
四
項
中
「
任
命
」
を
「
任
命
さ
れ

」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
中
第

、

三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
四
号
の
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同

項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

委
員
は
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
又
は
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
し
、

又
は
委
嘱
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
二
人
」
を
「
一
人
」
に

「
委
員
」
を
「
会
長
及
び
副
会
長
は
、
委
員
」
に
改

、

め
る
。

第
七
条
中
「
外
」
を
「
ほ
か
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う

）
の
前
日
に
お
い
て
岡
山
県
青
少
年
問
題

。

協
議
会
の
委
員
で
あ
る
者
は
、
施
行
日
に
お
い
て
改
正
後
の
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
岡
山
県

、

、

、

青
少
年
問
題
協
議
会
の
委
員
と
し
て
任
命
さ
れ

又
は
委
嘱
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し

そ
の
任
期
は

同
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

平成２６年１月２８日　岡山県公報　第１１５５４号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
県
南
広

域
都
市
計
画
下
水
道
事
業
赤
磐
市
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

施
行
者
の

事
業
の
種
類
及
び
名
称

事

業

施

行

期

間

事

業

地

名

称

赤
磐
市

岡
山
県
南
広
域
都
市
計

昭
和
四
十
六
年
八
月
二
十

収
用
の
部
分

画
下
水
道
事
業

三
日
か
ら

平
成
二
十
四
年
岡
山
県
告

赤
磐
市
公
共
下
水
道

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

示
第
百
八
十
五
号
の
事
業
地

一
日
ま
で

か
ら
赤
磐
市
桜
が
丘
西
八
丁

目
を
削
除
す
る
。

使
用
の
部
分

な
し

平成２６年１月２８日　岡山県公報　第１１５５４号



〔
三
七
〕
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
六
年
一
月
二
十
七
日
付
け
で
、
次
の
建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

商
号
又
は
名
称

ア
ド
タ
ッ
チ
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

楠
田

崇

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
大
元
上
町
一
二

一
四

－

（
登
記
上
は
、
岡
山
市
北
区
野
田
二
丁
目
一
〇

一
五
）

－

四

許
可
番
号

岡
山
県
知
事
許
可
（
般

二
〇
）
第
二
三
三
二
四
号

－

五

許
可
年
月
日

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

六

処
分
の
内
容

建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
次
の
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

一
般
建
設
業
の
う
ち
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
左
官
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石

工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
鉄
筋
工

事
業
、
板
金
工
事
業
、
ガ
ラ
ス
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
、
防
水
工
事
業
、
内
装
仕
上
工
事
業
、
熱

絶
縁
工
事
業
、
建
具
工
事
業

七

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

ア
ド
タ
ッ
チ
株
式
会
社
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
十
三
日
午
後
五
時
岡
山
地
方
裁
判
所
の
破
産
手

続
開
始
決
定
を
受
け
た
。
こ
の
こ
と
は
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
。
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〔
三
八
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土

交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

終

了

年

月

日

高
梁
市
、
赤
磐
市
、

基
本
測
量
（
精
密
測
地
網
高
度
地

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
八
日

真
庭
市
、
苫
田
郡
鏡

域
基
準
点
測
量
）

野
町
、
加
賀
郡
吉
備

中
央
町

津
山
市
、
井
原
市
、

基
本
測
量
（
三
角
点
標
高
改
定
の

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
八
日

真
庭
市

た
め
の
三
角
点
改
測
）

岡
山
市

基
本
測
量
（
精
密
測
地
網
高
度
地

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
八
日

域
基
準
点
測
量
）
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〔
二
〕
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日
付
け
公
布
岡
山
県
建
設
工
事
等
入
札
参
加
資
格
者
に
係
る
指
名

停
止
等
要
領
の
一
部
改
正
（
岡
山
県
告
示
第
二
百
十
号
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
行

誤

正

一
・
終
わ
り
か

十
二
月

一
二
月

ら
六

一
・
終
わ
り
か

ら
四
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